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項     目 主 な 取 組 み 状 況 等 所     見 回   答 

１．運賃等に関する事項 

（１）運賃の誤収受関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東武鉄道からの報告によれば、平成２６

年度から平成２９年６月までの約３年間

における運賃の誤収受は、平成２０年４月

～平成２６年４月までの期間に東武スカ

イツリーライン３駅、亀戸線１駅において

発生した東京地下鉄との連絡通学定期乗

車券の誤発売による誤収受、平成２６年４

月に東上線７駅で発生した窓口処理機に

おけるＰＡＳＭＯの払戻し額過小による

誤収受、平成２７年２月に東上線東武練馬

駅において発生した自動券売機のつり銭

硬貨誤装填による誤収受、平成２９年３月

に浅草駅旅行センター、東向島駅他で発生

した東武線、野岩鉄道線、会津鉄道線連絡

特急券の払い戻し手数料の過剰収受によ

る誤収受の計４件発生している。 

 

・ 平成２０年４月～平成２６年４月までの

期間に東武スカイツリーライン３駅、亀戸

線１駅において発生した誤収受は、４月の

通学定期購入の多客期にのみ駅係員立ち

会いのもと、定期券自動券売機において新

規通学定期券の発売を行っているところ、

 

・ 運賃・料金の正確な収受は、

運賃制度を適正に運用するた

めの基本であり、今後とも、利

用者との信頼が損なわれない

よう、誤収受の再発防止、及び

正確な運賃収受の実施に努め

ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 適正な運賃収受は事業

の根幹であり、お客さま

からの信頼を得る上で非

常に重要であると認識し

ております。同様な事象

を二度と発生させること

のないよう、現在行って

いる再発防止策を徹底

し、誤収受の防止に努め

るとともに、誤装填防止

機能を有する新型自動券

売機の導入を進めてまい

ります。 
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東京地下鉄との連絡通学定期乗車券（北千

住経由綾瀬着）を発行する際、当該自動券

売機に東京地下鉄の定期区分において設

定されている「小学」「中学」「高校」区分

の設定及び表示がなく、「おとな(大学生)」

で発売したことから、割り引くべき連絡通

学定期運賃を過剰に収受したものである。 

 

・ これに対しては、当該自動券売機プロ

グラムの修正を行うとともに、東京地下鉄

等との連絡通学定期券の発売に関する取

扱いについて、平成２６年度以降毎年各駅

に対して、発売方や案内時及び誤認に起因

する誤発売がないよう徹底する旨の事務

連絡を発出し、再発防止に努めていること

を確認した。 

 

・ 平成２６年４月に東上線７駅で発生した

誤収受は、東上線７駅の窓口処理機におい

て、有効期間満了後の定期券情報が残って

いるＰＡＳＭＯの払い戻しの際、本来であ

れば手数料を収受しないところ、プログラ

ムの不具合により手数料を収受したこと

によるものである。 

 

・ これに対しては、当該窓口処理機プログ
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ラムの修正を行うとともに、修正を行うま

での間、有効期限満了後の定期券情報が載

っているＰＡＳＭＯの払い戻しについて

は、払い戻し手数料を「なし」の設定で行

う、又は定期券情報を消去して行うように

操作の作業手順の見直しに係る事務連絡

を発出し、再発防止を図ったことを確認し

た。 

 

・ 平成２７年２月に東上線東武練馬駅にお

いて発生した誤収受は、自動券売機のつり

銭部に、１０円硬貨２０枚を誤って１００

円硬貨つり銭部に投入したことにより生

じたものである。 

 

・ これに対しては、つり銭装填時及び装填

後の確認を複数人で確実に実施する旨の

事務連絡を発出し、再発防止に努めている

ことを確認した。 

 

・ 平成２９年３月に浅草駅旅行センター、

東向島駅他で発生した東武線、野岩鉄道

線、会津鉄道線連絡特急券の払い戻し手数

料の過剰収受による誤収受については、連

絡特急券払い戻し手数料の誤認識により、

特急券座席予約システムに誤った連絡特
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（２）福祉割引について 

 

 

 

 

急券払い戻し手数料が設定されていたこ

とによるものである。 

 

・ これに対しては、特急券座席予約システ

ムの改修を行うとともに、今後特急券座席

予約システムへのデータ設定の際、運賃・

料金仕様書を作成する営業部輸送企画課

と関係する各課において相互確認する体

制を構築し、再発防止に努めていることを

確認した。 

 

・ 東武鉄道においては、身体障害者及び知

的障害者に対する運賃の割引措置が既に

導入されている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 精神障害者に対する運賃割引

の導入については、障害者団体

等から多くの要望が寄せられ

ていること等から、精神障害者

についても、身体障害者等を対

象として実施している各種運

賃割引の適用の対象とするこ

とについて、ご理解とご協力を

お願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 障害者割引の適用拡大

については、その負担の

在り方等を含め検討され

るべきと考えておりま

す。 
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２．輸送障害等発生時におけ

る対応方法に関する事項 

（１）輸送障害等発生時にお

ける利用者への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東武鉄道は、鉄道事故又は災害等により

列車の運転に多大の支障を来す事態が生

じた場合等については、危機管理規程第８

条第２項に基づき、鉄道事故又は災害等発

生時の具体的対応を定めた鉄道事業本部

事故・災害等対策規程により、事故・災害

等の予防および教育訓練、応急対策、事

故・災害等の復旧等について対応すること

としており、特に重大な鉄道事故や大規模

災害等が発生した場合は、鉄道事業本部長

を対策本部長とする対策本部を設置し対

応することとしている。 

 

・ 鉄道事故に関しては、鉄道事業本部事故・

災害等対策規程に基づく「鉄道運転事故応

急処理手続」の定めるところにより、人命

救助を優先し、復旧等のため必要に応じて

社員の招集を行い事故の復旧に努めるこ

ととしており、初期の処置として、応急手

配を講じるととともに、併発事故の防止に

努め、利用者を安全な場所に避難させる場

合は、車内放送等により、利用者の混乱、

動揺を抑えるとともに速やかに利用者を

安全な場所に避難誘導することとしてい

る。 
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（２）輸送障害発生時におけ

る利用者への情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 災害に関しては、鉄道事業本部防災規程、

鉄道事業本部防災計画の定めるところに

より、負傷者の救護や避難誘導等を実施

し、その他不測の異常事態に関しては、鉄

道事業本部自主警備対策基準、運転取扱実

施基準等に定めるところにより、それぞれ

利用者の安全確保を図ることとしている。 

 

・ 東武鉄道は、鉄道事故又は災害等発生時

における利用者への運行情報の提供に関

しては、列車の乗務員が通報する場合は列

車無線により、駅係員が現場から通報する

場合は業務用携帯電話により運転指令に

鉄道事故等の情報が集約され、営業指令と

情報の共有が図られる。 

 

・ 運転指令は、事故・災害等に係る情報を

列車無線により、駅係員、乗務員へ伝達し、

駅係員は駅構内放送・ホワイトボード等に

より、乗務員は列車内放送により、利用者

に対して情報提供を行う。 

 

・ 営業指令は、振替輸送等の営業情報を列

車無線により、駅係員、乗務員に対して伝

達し、駅係員は駅構内放送・ホワイトボー

ド等により、乗務員は列車内放送により、

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 鉄道事故又は災害等発生時

においては、列車の運休や長

時間における運転の見合わせ

などにより、多数の利用者に

混乱、動揺を与えることにな

るため、利用者への運行情報

の提供に関する取り組み等に

ついては、今後とも、より一

層の向上に努めていくことが

望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 輸送障害発生場所、運転

見合せ（遅延）区間、振替

輸送区間の路線図上での

表示や、列車走行位置（一

部線区）の提供等を行う運

行情報アプリを導入する

など、輸送障害発生時にお

けるお客さまの行動判断

に資するよう、今後ともよ

り充実した情報提供に取

り組んでまいります。 
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利用者に対して情報提供を行う。 

 

・ また、営業指令は、業務通報システム取

扱規程に基づき、事故・災害等に係る情報

及び振替輸送等の営業情報を各駅に設置

された業務通報端末を通じて駅係員に情

報を伝達し、駅係員は、駅構内放送・ホワ

イトボード等により、利用者に対して情報

提供を行うこととしている。 

 

・ 東上線池袋駅等一部の駅については、営

業指令から駅に備え付けられている旅客

案内表示器、発車案内表示器、デジタルサ

イネージを通じて直接利用者に対して情

報提供が行われ、液晶の車内表示器を有す

る一部の車両については、営業指令から車

内表示器による文字情報を通じて直接利

用者に対して情報提供が行われている。 

 

・ ホームページにおける情報の取り扱いに

ついては、トップページに運行情報を掲載

し、利用者に対して情報提供するととも

に、あらかじめホームページや携帯電話か

らメールアドレス等を登録した利用者に

対しては、「運行情報メール」により、輸

送障害発生理由、運転再開見込み、運転本
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（３）災害発生時における利

用者の避難誘導、帰宅困

難者対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数の減少等利用者の行動判断に資する情

報提供が行われること等、利用者に対する

情報提供については、複数の連絡手段によ

り、迅速に実施する体制が構築されている

ことを確認した。 

 

・ 大規模災害等発生時における利用者及び

帰宅困難者の対応については、大規模災害

等発生時における旅客および帰宅困難者

の対応の基本方針、大規模災害等発生時に

おける旅客および帰宅困難者の対応の運

用方針に基づき、大規模災害発生等の発生

により、長時間にわたり運転見合わせとな

り、運転再開の目処が立たないときは、利

用者の安全確保及び早期運転再開の観点

から、駅構内及び列車内の利用者を駅改札

外の安全な場所へ案内又は誘導した後、関

係機関と打ち合わせのうえ、指定された一

時滞在施設等へ案内又は誘導することを

基本とし、駅構内施設の安全を確認できた

場合は、利用者を駅改札外の構内に一時的

に待機させ、自治体等関係機関との事前の

協議等により、利用者を一時待機場所から

一時滞在施設等へ案内または誘導を行う

こととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 輸送障害等発生時における対

応については、今後とも、行

政機関等が組織する協議会等

に参加するなど、沿線自治体

等との連携強化により、旅客

の避難誘導や帰宅困難者対策

の充実を図っていくことが求

められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 行政機関等が組織する協

議会等については積極的

に参加し、沿線自治体等と

の連携強化により、旅客の

避難誘導や帰宅困難者対

策の取組みを一層進めて

まいります。 
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・ 大規模災害等の発生により長時間にわた

り運転見合わせとなり運転再開の目処が

立たない状況で駅構内に多数の利用者が

滞留した場合に備え、利用者救護に必要な

食料等を備蓄するとともに、食料等を供給

する体制を構築している。 

 

・ 大規模災害等発生時における利用者およ

び帰宅困難者の対応の運用方針では、大規

模災害等発生時における利用者及び帰宅

困難者の対応を円滑に行うため、関係する

行政機関等と事前に協議を行うこととし

ていることから、池袋駅、大宮駅、北千住

駅など利用者の多い駅については、帰宅困

難者対策に係る協議会等に参加し、一時待

機場所の確保や一時滞在施設等への誘導、

運行情報に関する情報提供、飲料水・食料

等の提供等、それぞれの地域における役割

を果たすための協議に参画している。 

 

・ 「防災週間」期間中に実施される「九都

県市合同防災訓練」に毎年参加し、構内巡

回点検、異常時連絡体制の確認、避難誘導

体制の確認、旅客用備蓄品の確認等を実施

し、防災体制の再確認や見直し等を行って

いる。 
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３．訪日外国人対応に関する

事項 

（１）企画乗車券等の取組状

況 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各駅においては、関係自治体や警察署、

消防署、商業施設等と連携し、防災訓練や

帰宅困難者対策の訓練に参加している。 

 

・ 有人駅１７０駅については、飲料水、保

存食、アルミブランケット、ブルーシート

を備蓄し、大規模災害等発生時における利

用者及び帰宅困難者に対する対応が図ら

れていることを確認した。 

   

 

 

 

・ 東武鉄道は、多くの訪日外国人旅行者が

訪れる日光・鬼怒川温泉地区においては、

「ＮＩＫＫＯ ＡＬＬ ＡＲＥＡ ＰＡ

ＳＳ」等の開発・発売、川越地区において

は、｢ＫＡＷＡＧＯＥ ＤＩＳＣＯＵＮＴ 

ＰＡＳＳ｣等の開発・発売を行っており、

訪日外国人旅行者向けの企画乗車券につ

いての取組みを積極的に行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後とも、訪日外国人利用者

のニーズの把握に努め、受入環

境の推進に資する企画乗車券

の開発等訪日外国人利用者の

利便性向上に向けた取組みを

期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「ＮＩＫＫＯ ＡＬＬ 

ＡＲＥＡ ＰＡＳＳ」など

外国人パスについては、東

武トップツアーズ一部支

店等を通じて海外におけ

る販売チャンネルの拡大、

旅行博等でのプロモーシ

ョン、セールス活動を行い

積極的に訪日外国人旅行

者の誘客を図ってまいり

ます。 
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（２）異常時(災害時、輸送

障害時)の情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 台湾鉄路管理局との友好鉄道協定締結を

記念し、乗車券交流として、台湾鉄路管理

局の協力のもと、台湾において１５０元区

間以上の乗車券を持参した利用者に対し

て割引を行う｢台鉄専用日光往復きっぷ｣

等を発売して、台湾からの観光客誘致の拡

大に努めるなど、訪日外国人利用者の利便

性の向上に向けた取組みを進めているこ

とを確認した。 

 

・ 東武鉄道における情報提供の多言語化の

取組みについては、タブレット端末を活用

した利用者案内、インターネット、音声翻

訳アプリを活用した利用者案内を試験的

に行ってきたところであるが、平成２８年

１２月以降については、１１９駅にタブレ

ット端末を導入し、情報提供の多言語化を

推進している。 

 

・ 特に、訪日外国人旅行者の利用が多い浅

草駅、とうきょうスカイツリー駅、池袋駅、

川越駅については、コンシェルジュを配置

して案内に努めているとともに、特急車両

内については、タブレット端末を活用した

案内が行われている。 

こうした取組みについては、異常時にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後も、訪日外国人旅行者の

増加が見込まれていることか

ら、情報提供の多言語化につ

いての取組みを一層進めてい

くことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、回遊性や利便性の向

上を踏まえた商品内容の

検討を行い、外国人利用者

のニーズに即した販売活

動を展開してまいります。 

 

 

 

 

 

・ 輸送災害時等の外国人旅

行者に対する情報提供は、

外国人案内職員、コンシェ

ルジュと駅係員が連携し、

適切な案内ができる様、日

常的な教育訓練等を実施

するとともに、発車案内表

示器やデジタルサイネー

ジ、自動放送の多言語化を

進め、引き続き、訪日外国

人のお客さまが安心して

ご利用いただけるよう努

めてまいります。 
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（３）その他訪日外国人旅行

者に対する取組状況 

 

 

いても有効に活用することができるもの

であり、異常時における情報提供の多言語

化に取り組んでいることを確認した。 

 

・ 駅係員、乗務員に対しては、英会話研修

を実施し、異常時における英会話能力の向

上に努めており、デジタルサイネージが導

入されている駅及び液晶型の車両表示器

が導入されている車両についても、英語に

よる文字情報が提供されている。 

 

・ 東武鉄道は、無料公衆無線ＬＡＮの整備、

外国人旅行案内所（ツーリストインフォメ

ーションセンター）の強化、ＳＮＳを活用

した観光情報等の発信、外国人向け観光マ

ップの作成などを通じて訪日外国人旅行

者に対して情報提供を行っている。 

特急列車及びＴＪライナーの全車両及び

１１９駅において、無料公衆無線ＬＡＮサ

ービスを提供していることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後とも、訪日外国人旅行者

の受入環境の整備について

は、積極的に取り組んでいく

ことを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ツーリストインフォメ

ーションセンターととも

に、沿線観光情報の発信

はもとより、近隣施設と

連携しながら地域の案内

も強化することにより、

当該エリアの観光情報発

信の拠点となるよう努め

てまいります。 
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４．利用者からの意見等に関

する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東武鉄道は、利用者からの意見等につい

て、広報部内に設置されたお客さまセンタ

ーにおいて集約し、集約した意見等は、内

容毎に本社の各担当部署へ伝達すること

としており、当該担当部署およびお客さま

センターは、当該意見等の対応方を検討

し、対応策もしくは対応方針等について利

用者へ回答している。 

 

・ 利用者からの意見等および回答内容につ

いては、各管区長と営業部および駅業務を

委託している東武ステーションサービス

（株）で構成される「管区長会議」におい

て、各管区長へ情報が提供され、その後現

場社員に対しても情報が共有されること

となっている。 

 さらに、部長級が出席するＣＳ連絡会議

にて協議のうえ作成される月例報告等を

通じて、社長を始めとする役員等に対して

も情報の共有化が図られている。 

 

・ お客さまセンターの連絡先は、ホームペ

ージや各駅に掲示されているポスター、営

業チラシ、時刻表に記載されているため、

容易に意見等が寄せられる体制が整って

いる。 

・ 今後とも、利用者からの意見

等に対する対応については、

適切に対応するとともに、利

用者の声を活かしたサービス

の向上に努めることが期待さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 引き続き、利用者からの

意見等に対する対応につ

いては、適切に対応すると

ともに、利用者の声を活か

したサービスの向上に努

めてまいります。 
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５．視覚障害者等対応に関す

る事項 

（１）駅員等による声かけ、

誘導案内の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各駅においては、ＣＳ教育などを行い社

員のスキルアップを図っていることを確

認した。 

 

 

 

 

 

・ 東武鉄道は、国土交通省の要請を踏まえ、

社内通達を発出し、視覚障害者に対する声

かけの継続実施について、各支社及び乗務

管区に対して周知を行ったところである。 

 

・ 視覚障害者に対する声かけの実施につい

て、視覚障害者が誘導案内を希望した場合

については、乗降車時について誘導案内を

行い、駅構内で介助者のいない視覚障害者

を見かけた場合については、声かけを行う

とともに誘導案内希望の有無を確認し、誘

導案内を希望しない場合についても可能

な限り乗車するまで見守ることとしてい

る。 

 

・ 平成２８年１１月２５日より、鉄道事業

者１３社局及び一般社団法人日本民営鉄

 

 

 

 

 

 

 

・ 視覚障害者等への対応につい

ては、駅ホームにおける安全

対策への取組み等今後とも、

転落防止に係る各取組を確実

に実施していくことが必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 目の不自由なお客様に対

しましては、引き続き、駅

係員によるお声がけ等の

対応を確実に実施すると

ともに、「声かけ・サポー

ト運動強化キャンペーン」

等のお客さまへの啓発活

動を通じて「見守る目」を

増やし、安心・安全にご利

用いただけるよう努めて

まいります。 
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（２）接遇能力の向上に関

する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)盲導犬育成等に対す

る協力 

 

 

道協会と合同で、｢声かけ・サポート運動

強化キャンペーン｣を実施しているところ

であり、一般利用者による視覚障害者に対

する声かけを啓発する取組みを行ってい

る。 

・ 視覚障害者に対する積極的な声かけにつ

いては、全社員、警備員、清掃員等が行う

体制としており、視覚障害者のホーム転落

等の危険性を認めた場合は、明確に気づく

声かけを実施する旨周知していることを

確認した。 

 

・ 東武鉄道は、駅管理者を中心としてサー

ビス介助士資格を取得させることにより

接遇能力の向上に努めている。 

 引き続き、同資格の取得人数の拡大を進

めるとともに、平成２９年７月からは交通

エコロジー・モビリティ財団が実施してい

る交通サポートマネージャー研修の受講

を通じて、実践的な接遇・介助の能力向上

を図る取り組みを進めることとしている。 

 

・ 東武鉄道は、公益財団法人東日本盲導犬

協会からの協力依頼を受け、宇都宮駅にお

いて、盲導犬の育成等に対する実施訓練の

協力を行っている。 
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６．その他のサービス等に関

する事項  

（１）無人駅における障害者

等に対する対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東武鉄道は、無人駅２５駅全てにおいて

点状ブロック、列車の接近を知らせるブザ

ー、近隣の有人駅と通話が可能なインター

フォン、防犯カメラを整備して、無人駅に

おける障害者等に対する対応を行ってい

る。 

 

・ 無人駅の中で、特に利用者の多い大師前

駅については、触車防止用のホームセンサ

ーを設置するとともに、警備員を終日配置

し、実質的に無人駅とならないような措置

を講じていることを確認した。 

 

・ 無人駅において、乗降時に介助が必要な

利用者に対する対応については、事前に介

助の申し出があった場合は駅係員を当該

駅に派遣して対応し、事前に介助の申し出

がない場合についても可能な限り待たせ

ない対応を行うこととしている。  

 

・ 介助の申し出に関する連絡先については、

無人駅改札周辺に掲出文を貼り出すとと

もに、ホームページ上で有人駅の連絡先を

案内している。 

 

 

・ 無人駅に係る駅員の配置等に

ついては、無人駅個々に対す

る障害者等の利用実態や沿線

自治体等の意見等を勘案し

て、必要に応じて見直すこと

も検討しつつ、無人駅におけ

る障害者等に対する対応つい

ては、適切な対応を行ってい

くことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 無人駅における介助が必

要なお客さまのご案内に

ついて、無人駅への案内文

の掲出やホームページに

よるご案内を通じて、お客

さまがスムーズにご利用

いただけるよう、引き続き

適切な対応を行ってまい

ります。 
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（２）ハンドル形電動車いす 

利用者の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東武鉄道は、ハンドル形電動車いす利用

者の対応については、「ハンドル形電動車

いすの取扱方等について」等により、鉄道

における利用方法を定め、真にハンドル形

電動車いすが必要な利用者についてのみ、

利用を可能としている。 

 

・ ハンドル形電動車いす利用者から連絡を

受けたお客さまセンターは、ハンドル形電

動車いす利用の対応が可能な駅であるか

どうかを確認し、乗車駅及び降車駅に対し

て乗車日時等を連絡し、当該駅係員おいて

ハンドル形電動車いす利用者の対応を行

うこととしている。 

 

・ ハンドル形電動車いす利用者より、連絡

が直接駅に寄せられる場合や駅に来訪さ

れた場合については、乗車駅が対応可能で

あれば駅係員が対応するとともに降車駅

に連絡し、連絡を受けた降車駅でも駅係員

が対応にあたる体制がとられている。 

なお、ハンドル形電動車いすは、バリア

フリールートが確保されている１２３駅

において利用が可能となっている。 

 

 

・ ハンドル形電動車いす利用者

の対応については、今後も訪

日外国人旅行者の増加が見込

まれていることや、２０２０

年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会の開催を踏

まえ、安全性に十分配慮しつ

つも、訪日外国人も含めたハ

ンドル形電動車いすの利用条

件の緩和が望まれる。 

 

 

 

 

・ オリンピック・パラリン 

ピック開催を見据え、ハン

ドル型電動車いすをご利

用のお客さまの鉄道の利

用条件の緩和について、他

の鉄道事業者と連携しな

がら、検討してまいりま

す。 
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 ・ 利用可能な駅の情報提供については、ホ

ームページ等により周知されている。 

 

 

 

 


